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長
期
の
偽
装
業
務
就
労

非
情
な
「
使
い
捨
て
」

０
３
年
４
月
か
ら
Ｏ
Ｋ
Ｉ
の
プ
リ
ン
タ

事
業
会
社
・
Ｏ
Ｋ
Ｉ
デ
ー
タ
（
資
本
金
１

９
０
億
円
・
連
結
従
業
員
数
は
約
６
千
人
）

で
就
労
し
て
い
た
派
遣
社
員
が
群
馬
労
働

局
に
違
法
派
遣
を
申
告
し
て
、
Ｏ
Ｋ
Ｉ
デ
ー

タ
へ
の
正
規
社
員
で
の
雇
用
契
約
を
求
め

て
い
ま
し
た
が
、
１
２
年
２
月
に
労
働
局

は
派
遣
社
員
に
「
派
遣
可
能
期
間
な
ど
違

法
派
遣
が
あ
っ
た
の
で
Ｏ
Ｋ
Ｉ
デ
ー
タ
を

指
導
し
た
」
と
伝
え
ま
し
た
。

《
主
な
申
告
内
容
》

「
就
業
条
件
明
示
書
」
に
は
ソ
フ
ト
ウ

エ
ア
開
発
業
務
な
ど
専
門
業
務
と
さ
れ
て

い
た
が
、
実
際
は
Ｏ
Ｋ
Ｉ
デ
ー
タ
社
員
と

同
等
の
業
務
で
就
労
。
新
入
社
員
や
海
外

子
会
社
の
社
員
教
育
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ど
も
担
当
し
て
専
門

業
務
（
２
６
業
種
）
と
い
え
な
い
一
般
業

務
で
し
た
。
１
１
年
、
９
月
１
０
日
付
け

で
雇
止
め
を
通
告
さ
れ
、
生
活
を
守
る
た

め
に
申
告
。
（
労
働
者
派
遣
法
で
は
、
一

般
業
務
の
雇
用
可
能
期
間
は
、
原
則
１
年
、

最
長
３
年
、
超
過
し
た
場
合
は
派
遣
労
働

者
を
直
接
雇
用
す
る
義
務
が
生
じ
る
）

自
ら
の
企
業
理
念

「
法
令
遵
守
」
を
守
れ

Ｏ
Ｋ
Ｉ
グ
ル
ー
プ
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の

社
会
的
責
任
）
に
は
社
員
の
尊
重
と
い
う

項
目
が
あ
り
ま
す
。
「
業
務
を
担
う
一
人

ひ
と
り
の
人
権
を
守
る
こ
と
。
多
様
な
人

材
が
活
躍
で
き
る
職
場
環
境
の
整
備
を
謳
っ

て
い
ま
す
。

派
遣
法
違
反
を
認
め
た
Ｏ
Ｋ
Ｉ
デ
ー
タ

は
法
律
遵
守
の
企
業
理
念
に
基
づ
き
申
告

者
を
正
規
社
員
と
し
て
雇
用
す
べ
き
で
す
。

労
組
と
の
団
体
交
渉
で
判
明

群
馬
労
働
局
が
沖
デ
ー
タ
に

直
接
雇
用
を
推
奨

申
告
者
は
電
機
情
報
ユ
ニ
オ
ン
に
加
入

し
て
早
期
解
決
の
た
め
に
、
Ｏ
Ｋ
Ｉ
デ
ー

タ
と
３
度
の
団
体
交
渉
を
行
っ
た
が
、

「
違
法
は
故
意
で
な
か
っ
た
。
雇
用
を
推

奨
さ
れ
た
が
、
強
制
力
は
な
い
」
と
し
て
、

雇
用
を
拒
ん
で
い
る
。

群
馬
労
働
局
に
問
い
た
だ
し

「
是
正
指
導
書
を
渡
し
た
と

き
に
も
（
直
接
雇
用
を
）
推

奨
し
た
」

労
働
局
の
認
識
は

「
申
告
者
が
８
年
５
ヶ

月
と
い
う
長
期
間
派

遣
先
で
評
価
を
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
当
然

評
価
さ
れ
て
い
た
の

だ
か
ら
雇
用
を
勧
め

る
と
い
う
こ
と
で
推

奨
し
た
。
是
正
指
導

書
を
渡
し
た
時
も
推

奨
の
話
し
を
し
た
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

労働局の「違法派遣の是正指導」を守れ！

社会的責任（ＳＲ）国際規格

「ＩＳＯ２６００」１０年１１月発行

企業活動の中で果たすべき社会的責任（CSR)

のみでなくＳＲも重要。 認証規格ではない

ガイダンス文書だが、グローバル企業として

守るべき国際標準規格（「ＩＳＯ２６０００」)

ＯＫＩデータはＳＲ（社会的責任）の花を踏み散らすな

派
遣
可
能
期
間
（
４
０
条
２
）
違
反
を
認
め

派
遣
社
員
の
直
接
雇
用
を
推
奨
す
る

ＳＲ－Ｆlower

社会的責任の花

群馬
労働局



最低賃金 最低賃金

北海道 705 滋賀 709

青森 647 京都 751

岩手 645 大阪 786

宮城 675 兵庫 739

秋田 647 奈良 693

山形 647 和歌山 685

福島 658 鳥取 646

茨城 692 島根 646

栃木 700 岡山 685

群馬 690 広島 710

埼玉 759 山口 684

千葉 748 徳島 647

東京 837 香川 667

神奈川 836 愛媛 647

新潟 683 高知 645

富山 692 福岡 695

石川 687 佐賀 646

福井 684 長崎 646

山梨 690 熊本 647

長野 694 大分 647

岐阜 707 宮崎 646

静岡 728 鹿児島 647

愛知 750 沖縄 645

三重 717 全国平均
額

737

憲
法
上
の
権
利
を
求
め

労
働
者
立
ち
上
が
る

神
奈
川
県
で
働
く
労
働
者
が
現
行
の

最
低
賃
金
水
準
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ

て
い
る
生
存
権
（
憲
法
２
５
条
）
や
、

幸
福
追
求
権
（
憲
法
１
３
条
）
な
ど
の

理
念
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
１
１
年

６
月
、
全
国
で
初
め
て
の
裁
判
に
立
ち

上
が
っ
た
。

訴
え
た
人
た
ち
は
こ
の
裁
判
の
意
義

に
共
感
す
る
、
時
間
給
１
０
０
０
円
未

満
で
働
く
正
規
・
非
正
規
雇
用
労
働
者

で
、
男
女
ほ
ぼ
同
数
。
年
齢
は
２
０
歳

代
か
ら
７
０
歳
代
。
中
小
企
業
か
ら
大

手
企
業
ま
で
、
有
名
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー

ド
店
か
ら
コ
ン
ビ
ニ
・
タ
ク
シ
ー
・
流

通
・
保
育
・
学
童
・
福
祉
・
清
掃
・
公

務
サ
ー
ビ
ス
関
係
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
産
業
・
業
種

で
働
く
労
働
者
で
あ
る
。

３
つ
の
仕
事

か
け
も
ち
で

１
１
年
９
月
の
裁
判
で
、
鈴
木
洋
子

さ
ん
が
訴
え
ま
し
た
。

「
女
手
ひ
と
つ
で
３
人
の
子
を
育
て
、
３
つ

の
仕
事
を
掛
け
持
ち
し
て
、
曜
日
も
分

か
ら
な
く
な
る
く
ら
い
働
き
づ
め
で
働

い
て
き
た
。
子
ど
も
と
の
団
ら
ん
や
対

話
の
時
間
も
取
れ
な
か
っ
た
。
塾
や
受

験
を
、
あ
き
ら
め
さ
せ
て
き
た
。
遊
園

地
や
家
族
旅
行
に
連
れ
て
行
っ
て
や
る

こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
最
低
賃
金
が

１
０
０
０
円
以
上
に
な
れ
ば
、
少
し
は

楽
に
な
り
、
子
ど
も
た
ち
と
過
ご
す
時

間
を
増
や
す
こ
と
も

で
き
る
こ
と
を
訴
え

た
い
。
人
間
ら
し
く

生
き
て
い
け
る
よ
う

な
最
低
賃
金
を
実
現

し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
、
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
」

時
給
換
算
で
は
８
０
８
円

タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー

タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
の
平
野
三

紀
男
さ
ん
は
、
「
月
に
２
０
３
時
間

勤
務
し
、

歩
合
給
は
１
６
万
４
９

６
２
円
で
あ
り
、
こ
れ
を
労
働
時
間

で
割
る
と
最
低
賃
金
を
下
回
る
時
給

８
０
８
円
に
な
る
。
会
社
が
最
低
賃

金
を
保
障
す
る
た
め
の
保
障
給
１
２

６
７
円
を
支
給
し
て
、
な
ん
と
か
、

当
時
の
神
奈
川
県
の
最
低
賃
金
・
８

１
８
円
を
保
障
し
て
い
る
状
況
で
あ

る
。売

上
げ
を
上
げ
る
た
め
に
長
時
間

労
働
を
し
て
、
体
を
こ
わ
し
て
辞
め

て
い
く
人
も
あ
と
を
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

過
酷
な
労
働
条
件
を
改
善
す
る
た
め

に
は
、
最
低
賃
金
を
少
な
く
と
も
１

０
０
０
円
以
上
に
引
き
上
げ
る
こ
と

が
必
要
不
可
欠
で
す
。
自
分
の
仕
事

に
誇
り
を
も
ち
、
ま
じ
め
に
働
い
て

い
る
人
た
ち
が
、
き
ち
ん
と
生
活
で

き
る
と
い
う
当
た

り
前
の
こ
と
を
実

現
し
た
い
と
思
い
、

こ
の
裁
判
の
原
告

に
な
る
こ
と
を
決

意
し
ま
し
た
」
と

訴
え
ま
し
た
。

す
べ
て
の
労
働
者
の

生
活
改
善
に
繋
が
る
裁
判

裁
判
は
毎
回
１
０
０
人
を
超
え
る

傍
聴
者
で
溢
れ
、
関
心
が
高
い
。
裁

判
官
が
、
生
活
保
護
基
準
以
下
で
働

く
原
告
の
訴
え
に
耳
を
傾
け
、
人
た

る
に
値
す
る
生
活
保
障
（
労
働
基
準

法
１
条
）
、
最
低
賃
金
法
の
労
働
者

の
生
活
の
安
定
、
向
上
な
ど
の
憲
法

に
則
っ
と
り
、
被
告
＝
国
に
「
最
低

賃
金
は
１
０
０
０
円
以
上
に
せ
よ
」

と
命
じ
る
判
決
が
望
ま
れ
て
い
る
。

※

最
賃
裁
判
は
「
最
低
賃
金
裁
判

ニ
ュ
ー
ス
」
で
ネ
ッ
ト
検
索
で
き
ま

す
。

現在の地域別最低賃金全国一覧
時間額(円）

現
行
最
低
賃
金
で
は
人
間
ら
し
く
生
き
て
い
け
な
い

時
給
１
０
０
０
円
以
上
を
求
め
て

１
０
２
人
が
行
政
訴
訟

横
浜

地
方
裁
判
所


